
 

 

 

 

 
 

【免税手続等に対する問合せ先】 

 都道府県税事務所にお問合せください。 

（ご参考） 北海道の軽油引取税の課税免除のページ 

  http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sm/zim/keigen/keigen500.htm 

林業者等に対する軽油引取税の課税免除の特例措置の概要 

林業・木材産業において使用する機械に用いる軽油については、免税証の交付などの手続き

を行うことにより、軽油引取税が免税されます。 

（※）道路運送車両法第４条の規定による登録（いわゆるナンバープレートの交付）を受けているものを除きま


